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一般送配電事業者の収支状況等の事後評価について 

 

 
 
 
 

 

１．趣旨 

需要の伸び悩み、設備の高経年化、再生可能エネルギー電源等の連系ニーズの

拡大等に対応しつつ、①効率化・託送料金の低廉化と②将来にわたる質の高い電

力安定供給の両立を実現するため、一般送配電事業者の収支状況や効率化の取

組状況等について、電力・ガス取引監視等委員会が定期的に公開の場で事後評価

を行うこととなっている（平成２９年１月２４日電力・ガス取引監視等委員会決

定）。 

昨年度に引き続き、本年度も事後評価を行うことにより、効率化・託送料金の

低廉化と質の高い電力安定供給の両立を促すこととする。 

なお、平成３０年９月２６日付にて、経済産業大臣から、一般送配電事業者の

収支状況の確認について本委員会宛てに意見の求め（資料４－３）があったとこ

ろ。 

 

 

２．本年度の進め方（案） 

１）評価の進め方 

上記委員会決定においては、原則３年ごとに、公開の場（料金審査専門会合）

において、一般送配電事業者から託送収支及び効率化に向けた取組状況につい

て聴取し、評価することとしている。また、各事業者は、公開の場での審議対

象とならない年度においても、ＨＰ等において託送収支及び効率化の取組に係

る情報を広く公開することとされている。 

 昨年度においては、委員会決定後初の事後評価であったため、全１０社につ

いて公開の場でヒアリングを実施したが、本年度については、上記委員会決定

も踏まえ、以下のとおり対応する。 

① 全１０社に対し、対象となる全評価項目（後掲２）に係る情報提供を要

請し、当該情報を事務局において整理した内容を料金審査専門会合に提

示する。 

② 公開の場におけるヒアリング対象事業者として４社を選定し（後掲３）、

収支状況や効率化の取組状況等の詳細を聴取する。 

 一般送配電事業者における効率化・託送料金の低廉化と質の高い電力安定

供給の両立を促すため、本年度における一般送配電事業者の収支状況の事後

評価の進め方について、ご審議いただく。 
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２）評価内容 

料金審査専門会合において、昨年度の評価結果等も踏まえ、以下の項目を

中心に、分析・評価する（下線部は本年度の新規項目）。 

 

①託送収支の状況 

・超過利潤累積額管理表及び乖離率計算書による事後評価（ストック管

理及びフロー管理） 

・想定原価と平成 29年度実績費用の比較 

・実績費用の経年変化（平成 28年度と平成 29年度実績費用の比較） 

・廃炉等負担金を踏まえた評価 

 

②効率化に向けた取組状況 

・経営効率化に向けた取組の進捗 

・調達の状況（仕様の統一化、競争発注比率、調達単価、工事費負担金） 

 

③中長期的な安定供給等適切なサービスレベルの確保に向けた取組状況 

・高経年化対策の進捗 

・安定供給（停電回数、停電時間） 

・接続、計量 

 

④その他 

・送電ロス（電圧別ロス率） 

 

注）昨年度評価を行った研究開発や情報セキュリティ等の取組については、

来年度以降一定期間毎に評価していく。 

 

３）公開の場におけるヒアリング対象事業者 

原価算定期間や昨年度の事後評価結果等も踏まえ、以下の事業者とする。 

東北電力、東京電力 PG、四国電力、九州電力 

 

（参考）各社の原価算定期間 
H24-H26 東京 
H25-H27 北海道、東北、関西、四国、九州 
H26-H28 中部 
H28-H30 北陸、中国、沖縄 
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４）評価結果を踏まえた対応 

・ 先進的な取組については、他の事業者への共有を促進する。 

・ 取組が不十分な事業者については、効率化に向けた具体的な取組状況を、

改めて料金審査専門会合で確認することを検討する。 

・ 託送料金制度の在り方（効率化インセンティブ付与を含む）について関連

部局と連携しながら検討を進める。 

 

 

３．スケジュール 

１０月中  料金審査専門会合での審議の開始 

来年３月まで  取りまとめ 

 
（参考）平成２８年度託送収支の事後評価における開催時期 

平成３０年 １月１９日 経済産業大臣から電力・ガス取引監視等委員会へ 
意見聴取 

１月２５日 第２８回料金審査専門会合 
２月 ９日 第２９回料金審査専門会合 
３月 ８日 第３０回料金審査専門会合 
３月２０日 第３１回料金審査専門会合 

  ４月１９日 第１４１回電力・ガス取引監視等委員会 
        経済産業大臣への回答 
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一般送配電事業者の収支状況（託送収支）の事後評価について 

 

平成２９年１月２４日決定 

電力・ガス取引監視等委員会 

 

１．趣旨 

これまで、小売電気料金については、原価算定期間経過後は毎年、本委員

会（料金審査専門会合）において、各社の部門別収支や経営効率化の取組状

況を聴取するとともに、利益率が必要以上に高いものとなっていないかなど

を確認するなど、事後評価に係る審議を行ってきたところ。 

平成２８年度以降は、電力小売事業への参入が自由化され、各事業者が自

由に料金メニューを設定することが可能となり、市場競争を通じて料金の低

廉化を促進する仕組みとなった。（経過措置料金については引き続き事後評

価を実施。） 

他方、小売全面自由化後も地域独占が残る送配電部門については、市場競

争が存在しないことから、効率化・料金の低廉化を促進する別途の仕組みが

必要と考えられる。 

こうしたことから、平成２８年度実績分から、一般送配電事業者の収支状

況（託送収支）や効率化の取組状況について、当委員会が定期的に公開の場

で事後評価を行うことにより、各事業者における効率化・料金の低廉化と質

の高い電力供給の両立を促す。 

 

（参考）現行の託送料金の事後評価 

現状、託送収支については、電力各社が、電気事業託送供給等収支計算

規則に基づき、当該事業年度経過後４か月以内に、自社ホームページにおい

て収支計算書を公表している。国は、各社が公表した託送収支計算書につい

て、監査等を通じて託送料金変更命令の発動の要否を確認している。 

（事業者の効率化努力についての評価は、小売料金の事後評価の中で実

施。） 

 

２．当委員会における事後評価のイメージ 

（１）評価方法 

原則３年ごとに、電力・ガス取引監視等委員会料金審査専門会合（公

開）において、一般送配電事業者から託送収支及び効率化に向けた取組状

況等について聴取し、評価する。 

参考 
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その際、託送収支上の超過利潤累積額及び想定単価と実績単価の乖離率

を確認する（事後評価基準に基づく託送料金変更命令の発動の要否を確認

する）ことに加えて、各社のコスト削減に向けた取組を評価するととも

に、先進的な取組に関する情報の共有を図ることにより、各社の効率化に

向けた取組を後押しする。 

なお、公開の場での審議対象とならない年度においても、各事業者は、

ＨＰ等において託送収支及び効率化の取組に係る情報を広く公開すること

とする。 

 

（２）各事業者の取組状況に係る評価項目の例 

① 全体的な効率化の取組状況 

② 託送収支（収益・費用）の増減の詳細な要因分析 

③ 代表的な設備に係る調達価格水準 

④ 高経年化対策等の設備更新・修繕等の方針 

⑤ 将来の効率化に資する研究開発や情報セキュリティに対する投資の

方針 

⑥ 効率化に向けた具体的な取組の目標（競争入札比率、仕様・設計の

汎用化・標準化等） 

※評価にあたっては、短期的なコスト削減効果だけでなく、中長期的

な効率化効果の観点からも評価する。 

※ 評価項目は、状況に応じて見直すこととする。 

 

（３）評価結果を踏まえた対応 

○ 取組が不十分であった事業者については、翌年度までに(２)⑥の見

直しを行い、改めて料金審査専門会合で審議することを検討する。 
○ 他方、取組が進んでいる事業者については、公開の場での審議の周

期を長くすることも検討する。 
○ 先進的な取組については、他社への共有を促進する。 
○ 本事後評価の結果を踏まえ、効率化・コスト削減と質の高い電力供

給の両立を効果的に促進するインセンティブ付与の仕組みについて

も検討する。 
 

３．今後のスケジュール 

  ７月末まで   各一般送配電事業者が平成２８年度の託送収支を公表 

  秋以降     料金審査専門会合における審議 


